
選
委
印

県
理
之

分
管
会

大
挙
員

こう ほ しゃ し めい

候補者氏名

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
用
い
る
不
在
者
投
票
用
封
筒

等
に
押
す
べ
き
印
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
等
に
押
す

べ
き
印
の
押
印
の
方
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
用
い
る
点
字
投
票
用
紙
に
表

示
す
る
選
挙
の
種
類
の
点
字
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
用
ビ
ラ
に
貼
る
証
紙
の
様
式
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長
職
務
代
理
者
の
選
任
…
…
…
…
…
…
…
…
三

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
大
分
県
選
挙
分
会
長
及
び
大
分
県
選
挙
分
会
長
職
務
代
理

者
の
選
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
選
挙
長
が
候
補
者
の
届
出
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
所
…
…
三

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
大
分
県
選
挙
分
会
長
が
選
挙
立
会
人
の
届
出
等
に
関
す
る

事
務
を
行
う
場
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
大
分
県
選
挙
分
会
の
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
の
掲
載
順
序
を
定
め

る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る

実
費
弁
償
の
最
高
額
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場

所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う

場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
政
見
放
送
の
日
時
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所

及
び
日
時
並
び
に
他
の
放
送
事
業
者
に
お
い
て
録
音
し
又
は
録
画
し
た
も
の
を
使
用
し
て
放
送
す
る
放

送
事
業
者
に
お
け
る
政
見
放
送
の
順
序
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
け
る
投
票
及
び
開
票
の
順
序
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
を
次
の
と

お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

平
成
二
十
八
年
執
行

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
投
票

ち
ゅ
う

い

○

注

意

こ
う
ほ
し
ゃ

し
め
い

ら
ん
な
い

ひ
と
り

か

一

候
補
者
の
氏
名
を
、
欄
内
に
一
人
書
く
こ
と
。

こ
う
ほ
し
ゃ

も
の

し
め
い

か

二

候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名
は
、
書
か
な
い
こ
と
。

備
考一

用
紙
は
薄
黄
色
と
し
、
黒
色
の
イ
ン
ク
で
印
刷
す
る
。

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 水 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

八
五

六
月
二
十
二
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

一
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選
委
印

県
理
之

分
管
会

大
挙
員

こう ほ しゃ し めいまた せいとう

候補者氏名又は政党
た せい じ だんたい

その他の政治団体の
めいしょう も りゃくしょう

名称若しくは略 称
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〰
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〰
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〰
〰

二

大
き
さ
は
、
縦
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
を
次
の

と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

平
成
二
十
八
年
執
行

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
投
票

ち
ゅ
う

い

○

注

意

こ
う
ほ
し
ゃ

し
め
い

ら
ん
な
い

ひ
と
り

か

一

候
補
者
の
氏
名
を
、
欄
内
に
一
人
書
く
こ
と
。

こ
う
ほ
し
ゃ

し
め
い

か

せ
い
と
う

た

せ
い
じ
だ
ん
た
い

め
い
し
ょ
う
ま
た

り
ゃ
く
し
ょ
う

二

候
補
者
の
氏
名
に
代
え
て
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
又
は
略
称

ら
ん
な
い

ひ
と

か

を
、
欄
内
に
一
つ
書
く
こ
と
も
で
き
る
こ
と
。

備
考一

用
紙
は
白
色
と
し
、
赤
色
の
イ
ン
ク
で
印
刷
す
る
。

二

大
き
さ
は
、
縦
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

に
用
い
る
不
在
者
投
票
用
封
筒
及
び
仮
投
票
用
封
筒
に
押
す
べ
き
印
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

不
在
者
投
票
用
封
筒

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
印

二

仮
投
票
用
封
筒

市
（
町
）
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
の
印

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

に
用
い
る
投
票
用
紙
及
び
不
在
者
投
票
用
封
筒
に
押
す
べ
き
印
の
押
印
の
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
の
刷
込
み
式

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

に
用
い
る
点
字
投
票
用
紙
に
、
選
挙
の
種
類
を
次
の
と
お
り
表
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙

さ
ん
ぎ
い
ん

せ
ん
き
ょ
く

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

さ
ん
ぎ
い
ん

ひ
れ
い

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
用
ビ
ラ
に
貼
る
証
紙
の

様
式
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

二



平 成 ２８ 年 執 行
参 議 院 議 員
選 挙 用 ビ ラ
番 号

大 分 県 選 管

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

区

分

住

所

氏

名

選

挙

長

日
田
市
淡
窓
一
―
四
―
四
八

一

木

俊

廣

選
挙
長
職
務
代
理
者

大
分
市
錦
町
二
―
一
―
二
九

山

田

雅

文
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

区

分

住

所

氏

名

大
分
県
選
挙
分
会
長

別
府
市
浜
脇
一
―
三
―
三
―
三
〇
三

宇
根
谷

孝

子

大
分
県
選
挙
分
会
長

職
務
代
理
者

大
分
市
津
守
一
九
○
―
一

三
和
コ
ー
ポ
三
七
―
四
〇
六

長

野

栄

俊

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

備
考一

「
番
号
」
に
は
、
候
補
者
の
届
出
順
位
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

二

用
紙
は
、
特
別
の
紙
質
、
模
様
、
す
か
し
等
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長
職
務
代

理
者
と
し
て
選
任
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
大
分
県
選
挙
分
会
長
及
び

大
分
県
選
挙
分
会
長
職
務
代
理
者
と
し
て
選
任
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
長
が
候
補
者
の
届
出

等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

六
月
二
十
二
日

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
二
階

正
庁
ホ
ー
ル

六
月
二
十
三
日
以
降

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階

大
分
県
総
務
部
市
町
村
振
興
課
内

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
大
分
県
選
挙
分
会
長
が

選
挙
立
会
人
の
届
出
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

六
月
二
十
二
日

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
二
階

正
庁
ホ
ー
ル

六
月
二
十
三
日
以
降

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階

大
分
県
総
務
部
市
町
村
振
興
課
内

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

三
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大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二

日
時

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日
九
時
三
十
分

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
大
分
県
選
挙
分
会
の
場
所

及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二

日
時

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日
十
時

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称

等
の
掲
示
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二

日
時

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日
十
七
時
五
十
分

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者

に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
最
高
額
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
に
対
し
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
及
び
実
費
弁
償
の
最
高
額
並
び
に
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
（
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
最
高
額
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
額

１

鉄
道
賃

鉄
道
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り
算
出
し
た
実
費
額

２

船

賃

水
路
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り
算
出
し
た
実
費
額

３

車

賃

陸
路
旅
行
（
鉄
道
旅
行
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
た
実
費
額

４

宿
泊
料
（
食
事
料
二
食
分
を
含
む
。
）

一
夜
に
つ
き
一
万
二
千
円

５

弁
当
料

一
食
に
つ
き
千
円
、
一
日
に
つ
き
三
千
円

６

茶
菓
料

一
日
に
つ
き
五
百
円

二

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
額

１

基
本
日
額

一
万
円

２

超
過
勤
務
手
当

一
日
に
つ
き
二
の
１
の
額
の
五
割

三

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
額

１

鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
車
賃

そ
れ
ぞ
れ
一
の
１
、
２
及
び
３
に
掲
げ
る
額

２

宿
泊
料
（
食
事
料
を
除
く
。
）

一
夜
に
つ
き
一
万
円

四

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
（
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
る
。
）
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
額

１

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員

一
日
に
つ
き
一
万
円

２

専
ら
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用

す
る
者

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円

３

専
ら
手
話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円

４

専
ら
要
約
筆
記
の
た
め
に
使
用
す
る
者

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
の
掲
載

順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二

日
時

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
十
三
時

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
の
掲

載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

四
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平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二

日
時

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
十
三
時
二
十
分

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
政
見
放
送
の
日

時
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
放
送
事
業
者
に
お
い

て
録
音
し
又
は
録
画
し
た
も
の
を
使
用
し
て
放
送
す
る
放
送
事
業
者
に
よ
る
政
見
放
送
の
順
序
に
つ
い
て

は
、
当
該
他
の
放
送
事
業
者
に
お
い
て
行
わ
れ
る
政
見
放
送
の
順
序
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二

日
時

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日
十
七
時
二
十
分

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
け
る
投
票
及
び
開
票
の
順
序
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

投
票
の
順
序

１

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
の
投
票

２

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
投
票

二

開
票
の
順
序

１

参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
の
開
票

２

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
開
票

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

五


